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発行：市民の健康を守る会市民の健康を守る会市民の健康を守る会市民の健康を守る会 事務局 大森,  事務所：〒204-0021 清瀬市元町 1-8-9-403、COFUNE 気付 

電話：090-6009-4474,   Mail: cofune_kiyose@yahoo.co.jp , Facebook：市民の健康を守る会 in 清瀬 

<facebook> 201<facebook> 201<facebook> 201<facebook> 2017777....5555....11111111....毎日毎日毎日毎日夕夕夕夕よりよりよりより    

東京都、受動喫煙対策に東京都、受動喫煙対策に東京都、受動喫煙対策に東京都、受動喫煙対策に動く動く動く動く！！！！    

小池さん、都知事選の公約に「受動喫煙対策」を挙

げていました。是非、全国のお手本になるような「受

動喫煙防止条例」を作ってください。東京都が条例

を作れば、都下の市町村もそれにならうはずです。 

現在、清瀬市の喫煙問題は「まちを美しくする条

例」で扱っていますが、歩行喫煙の禁止と、駅周辺

の特定分煙強化地区を定めている程度。担当は「ご

み減量推進課」、健康問題という視点では作られて

いません。その証拠に特定分煙強化地区を定めた時、

喫煙者の要望を入れて新たに喫煙所を２か所も増設

しました。特定分煙強化地区の周知も徹底していな

いので、市民の多くは強化地区のことを知りません。 

東京都が条例を制定した後でも結構ですから、清

瀬市でも「清瀬市受動喫煙防止条例」を「健康推進

課」を中心に他課と共同で制定してください。 

facebook：閲覧 75 人、“いいね”3 人。 

<facebook> 2017.<facebook> 2017.<facebook> 2017.<facebook> 2017.4444....8888....JAPANTODAYJAPANTODAYJAPANTODAYJAPANTODAY    

世界保健機関（WHO）の上級幹部が、日本の喫煙

対策を厳しく批判したものです。要約をまとめます。 

     

・東京オリンピックを成功させ観光を促進したい

なら、すべての公共の場所で喫煙を禁止すべきだ。 

・日本は受動喫煙対策の法律がないので、喫煙者

の楽園としてよく知られている。 

・厚労省は受動喫煙を防止する法律を準備してい

るが、タバコ議員やタバコ業界から強い反対がある。 

・WHO と国際オリンピック委員会は 2010 年に

タバコのないオリンピックを推進することで合意

し、その後、中国、ロシア、ブラジルのホスト国は

その目標を達成した。 

・D.Bettcher 氏（写真）は「日本の喫煙規制は世

界基準を大きく下回っている。今が受動喫煙で致命

的な影響から国民を守る“絶好の機会”だ」。 

・財務大臣の麻生太郎氏（彼自身が smoker)はタ

バコの販売による税収入の損失は政府財政に大きな 

 

※（写真） 記事が長いため、初めの 1/3 程度のみを紹介します。 

影響を与えると語る一方、タバコが与える健康問題には疑問を呈した。 

・政府と WHO の見積もりによれば、日本では、受動喫煙が原因で 

１年間に 15,000 人（主に女性と子ども）が死亡している。 

facebook：閲覧 21 人、“いいね”２人、返信コメント 1 人。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<facebook> <facebook> <facebook> <facebook> 市報きよせ市報きよせ市報きよせ市報きよせ H29.5.15H29.5.15H29.5.15H29.5.15 よりよりよりより    

「世界禁煙デー」が、ついに、やっと清瀬市の市報に

取り上げられました！ 健康推進課の皆様、ありがとう

ございます。これからも、受動喫煙の害の啓発活動を行

ってください。「子どもをタバコの害から守る」ために、

子どもを対象とした教育活動もよろしくお願いします。 

facebook：閲覧 16 人、“いいね”2 人。 

<facebook> 201<facebook> 201<facebook> 201<facebook> 2017777....5555....16161616 毎日新聞より毎日新聞より毎日新聞より毎日新聞より    

非喫煙者が受動喫煙による害で病気になった場合、そ

の医療費は、１年間に ３２３０億円と推計されました。

また、その病気で入院したりした場合、仕事の欠勤など

による生産性損失は１年間で ８２１億円だそうです。

では、喫煙者のタバコに起因する病気でかかる医療費

は？・・・なんと、年間１兆１７００億円！ 

（写真省略）facebook：閲覧 11 人、“いいね”1 人。 

<facebook> 201<facebook> 201<facebook> 201<facebook> 2017777....5.205.205.205.20    

清瀬市中清戸地域市民センターの喫煙所です。 

喫煙所は玄関から少し離れた位置にありますが、道路

への出入り口にあり、必ずこの前を通らなければ公道へ

出ることができません。しかも喫煙所は駐輪場の一角に

あるため、ここに駐輪せざるを得ない時には、タバコの

煙をもろに受けることになります。雨天時、吸殻入れは

玄関前に移動され、非喫煙者の不快感はより上昇。 

さらに深刻なのが、子どもへの受動喫煙の危険です。

写真に見える窓（１F）は中学生以下が利用する「中清

戸地域文庫室」です。窓を開けていれば、タバコの煙は

容易に室内に入っていき、子ども達に受動喫煙の害を与

えます。また、上の階は集合住宅になっており、居住者

に煙や臭いが届き、洗濯物には有害物質が付く可能性が

あります。敷地が狭く喫煙場所を移動できないのであれ

ば、市民活動センターや松山出張所のように敷地内に吸

殻入れを置かないようにすればよいのです。 

facebook：閲覧 41 人、“いいね”1 人、返信コメント 1 人。 

清瀬市役所訪問者報告 

職員喫煙所利用人数 (2017.6.19) 

訪問時( 9:53)  喫煙中５人、直後１人 

帰宅時(10:30) 喫煙中３人、直後１人 

We are watching!We are watching!We are watching!We are watching!    

「清瀬市まちづくり委員会」「清瀬市まちづくり委員会」「清瀬市まちづくり委員会」「清瀬市まちづくり委員会」から残念な回答から残念な回答から残念な回答から残念な回答    

昨年９月、清瀬市まちづくり委員会に下記題名で提案 

     

「清瀬市内子ども関係機関周辺を禁煙地帯に！」「清瀬市内子ども関係機関周辺を禁煙地帯に！」「清瀬市内子ども関係機関周辺を禁煙地帯に！」「清瀬市内子ども関係機関周辺を禁煙地帯に！」    

                

提案内容と理由をまとめ(1200 文字)、４つの関連資

料も添付しましたが、本年５月に受け取った回答（審議

要旨）は、提案理由を全く理解していないものでした。 

私達の提案内容は「子ども達の受動喫煙防止と喫煙防

止教育の一環として、未成年者の関係機関周辺での喫煙

の禁止とそれを周知する案内の設置（立看板、フェンス、

路上へのシール等」。提案理由は「清瀬市内小中学校の敷

地内は禁煙であるが、敷地外での制約はなく、運動会等

で大人が校庭外のフェンス越しに喫煙している。その姿

は未成年者への喫煙防止教育を妨げる」。例として、校門

を中心に 100m 以内を喫煙制限している北海道美唄市

の受動喫煙対策を挙げました。 

審議の過程と結果を一部紹介（詳細は市ＨＰ参照） 

＜意見＞過去３回禁煙に関する市長提言をした。今回、

また市長提言しても抜本的な解決にはならない。市内全

面禁煙ぐらいのことをしないかぎり解決しない。 

＜結論＞清瀬市の小中学校は敷地内全面禁煙となって

いる。国や東京都が今以上に規制していく方向は明らか。

今回の提案を市長提言とする前に、まずは国の受動喫煙

防止対策を入れた健康増進法改正案の学校敷地内の禁煙

が実施されていくことを注視していくことが大事。 

(2016.12.24 撮影) 


